
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  話者の発する音声を受け、当該音声を発
声するときの当該話者の表情を推定する信号を出力する
表情推定手段を、受信側において準備するステップを備
え、
前記準備するステップは、
前記送信側と前記受信側とにおいて同一のニューラルネ
ットワークを準備するステップと、
前記送信側において、前記話者の発する音声を受けて前
記話者の顔画像を特定する情報を出力するように前記ニ
ューラルネットワークを学習させるステップと、
前記送信側の学習済みの前記ニューラルネットワークの
特性パラメータを前記受信側に送信し、前記受信側のニ
ューラルネットワークを前記送信された特性パラメータ
により設定するステップとを含み、

前記話者の発する音声を送信側から前記受信側に送信
し、前記表情推定手段に与えて前記話者の表情を推定す
る信号を得るステップと、
前記表情推定手段の出力する前記話者の表情を推定する
信号に基づいて、前記話者の表情の動画像を生成するス
テップとを含む、顔画像伝送方法。
【請求項２】  前記学習させるステップは、
前記送信側において、予め定められた学習のための文章
を朗読する前記話者の顔の、予め定められた箇所の座標
を時系列的に測定するステップと、
前記学習のための文章を朗読する際の前記話者の発する
音声について、時系列的に音声の特徴量を求めるステッ
プと、
前記音声の特徴量を入力とし、測定された前記座標を教
師信号として前記送信側のニューラルネットワークの特
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性パラメータを調整するステップとを含む、請求項１に
記載の顔画像伝送方法。
【請求項３】  前記送信側の前記ニューラルネットワー
クの学習後において、話者の発声時に、前記話者の顔の
予め定められた箇所の座標を時系列的に測定するステッ
プと、
前記話者の発声する音声を前記送信側の学習済みの前記
ニューラルネットワークに与えて前記話者の顔の前記予
め定められた箇所の座標の推定値を学習済みの前記ニュ
ーラルネットワークの出力として得るステップと、
前記測定された座標と、前記座標の推定値とを比較し、
前記座標の推定値の有する誤差を求めるステップとをさ
らに含む、請求項２に記載の顔画像伝送方法。
【請求項４】  前記誤差を前記受信側に送信するステッ
プと、
前記受信側において前記誤差を受信し、前記受信側のニ
ューラルネットワークの出力を受信された前記誤差に基
づいて補正するステップとをさらに含む、請求項３に記
載の顔画像伝送方法。
【請求項５】  前記誤差の大きさと所定のしきい値とを
比較するステップと、
前記誤差の大きさが前記所定のしきい値を超えたことに
応答して、前記誤差を前記受信側に送信するステップ
と、
前記受信側において前記誤差を受信し、前記受信側のニ
ューラルネットワークの出力を受信された前記誤差に基
づいて補正するステップとをさらに含む、請求項３に記
載の顔画像伝送方法。
【請求項６】  送信側の話者の発声時の顔の動画像を受
信側に送信するための顔画像伝送システムであって、
話者の発する音声信号を前記受信側に送信する送信装置
を備え、
前記送信装置は、
前記話者の発する音声の所定の特徴量を時系列的に抽出
するための特徴量抽出手段と、
話者の発する音声に基づいて前記特徴量抽出手段が出力
する特徴パラメータを入力とし、前記話者の顔画像を特
定する情報を出力するように学習可能なニューラルネッ
トワークと、
前記ニューラルネットワークの特性パラメータを前記受
信側に送信する手段とを含み、
前記送信装置からの信号を受ける受信装置をさらに備
え、
前記受信装置は、
前記送信装置から送信されてくる前記話者の発する音声
信号を受け、当該音声を発声するときの当該話者の表情
を推定する信号を出力する表情推定手段を含み、
前記表情推定手段は、
前記送信装置の前記ニューラルネットワークと同一構成
のニューラルネットワークと、

前記受信装置の前記ニューラルネットワークを前記送信
装置から送信された前記特性パラメータにより設定する
ための手段とを有し、
前記表情推定手段が前記送信側から前記話者の発する音
声信号を受信して出力する前記話者の表情を推定する信
号に基づいて、前記話者の表情の動画像を生成する顔画
像生成手段をさらに含む、顔画像伝送システム。
【請求項７】  前記送信装置は、
話者の発声時に、前記話者の顔の予め定められた箇所の
座標を時系列的に測定するための測定手段と、
予め定められた学習のための文章を話者が朗読する際
の、前記話者の顔の予め定められた箇所に関して前記測
定手段によって得られた座標データを教師信号とし、前
記特徴量抽出手段によって得られる音声の特徴量を入力
として前記送信装置の前記ニューラルネットワークを学
習させるための学習手段とをさらに含む、請求項６に記
載の顔画像伝送システム。
【請求項８】  前記送信装置は、前記送信側の前記ニュ
ーラルネットワークの学習後において、前記話者の発声
する音声を前記送信側の学習済みの前記ニューラルネッ
トワークに与えて得られた前記話者の顔の前記予め定め
られた箇所の座標の推定値を前記測定された座標と比較
し、前記座標の推定値の有する誤差を求めるための手段
をさらに含む、請求項７に記載の顔画像伝送システム。
【請求項９】  前記送信装置は、前記誤差を前記受信側
に送信するための手段をさらに含み、
前記受信装置は、前記誤差を受信して、前記受信側のニ
ューラルネットワークの出力を受信された前記誤差に基
づいて補正するための誤差補正手段をさらに含む、請求
項８に記載の顔画像伝送システム。
【請求項１０】  前記送信装置は、前記誤差の大きさと
所定のしきい値とを比較し、前記誤差の大きさが前記所
定のしきい値を超えたことに応答して、前記誤差を前記
受信側に送信するための手段をさらに含み、
前記受信装置は、前記誤差を受信して、前記受信側のニ
ューラルネットワークの出力を受信された前記誤差に基
づいて補正するための誤差補正手段をさらに含む、請求
項８に記載の顔画像伝送システム。
【請求項１１】  送信側の話者の発声時の顔の動画像を
受信側に送信するための顔画像伝送システムで使用され
る顔画像送信装置であって、
話者の音声を前記受信装置に送信するための手段と、
話者の発する音声の特徴量を入力とし、前記話者の顔画
像を特定する情報を出力するように学習可能なニューラ
ルネットワークと、
前記ニューラルネットワークの特性パラメータを前記受
信側に送信するための手段とを含む、顔画像送信装置。
【請求項１２】  前記話者の顔の予め定められた箇所の
座標を時系列的に測定するための測定手段と、
前記話者の発する音声の所定の特徴量を時系列的に抽出
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するための特徴量抽出手段と、
前記話者が予め定められた文章を朗読する際に前記特徴
量抽出手段により求められた前記特徴量を入力とし、予
め定められた文章を朗読する際に前記測定手段により測
定された前記座標を教師信号として前記ニューラルネッ
トワークを学習させるための手段とをさらに含む、請求
項１１に記載の顔画像送信装置。
【請求項１３】  前記ニューラルネットワークの学習後
に、前記話者の発声する音声に対して前記特徴量抽出手
段により出力された特徴量を、学習済みの前記ニューラ
ルネットワークに与えて得られた前記話者の顔の前記予
め定められた箇所の座標の推定値を、前記測定手段によ
って測定された座標と比較し、前記座標の推定値の有す
る誤差を求めるための手段をさらに含む、請求項１２に
記載の顔画像送信装置。
【請求項１４】  前記送信装置は、前記誤差を前記受信
側に送信するための手段をさらに含む、請求項１３に記
載の顔画像送信装置。
【請求項１５】  前記送信装置は、前記誤差と所定のし
きい値とを比較し、前記誤差が前記所定のしきい値を超
えたことに応答して、前記誤差を前記受信側に送信する
ための手段をさらに含む、請求項１３に記載の顔画像送
信装置。
【請求項１６】  話者の発する音声から得られた所定の
特徴量を受け、当該音声を発声するときの当該話者の表
情を推定する信号を出力する表情推定手段を備え、
前記表情推定手段は、
予め定められた構成のニューラルネットワークと、
顔画像の再生に先立って前記ニューラルネットワークを
設定するための特性パラメータを所定の信号源から受
け、前記特性パラメータによって前記ニューラルネット
ワークを設定するための手段とを含み、
前記表情推定手段が前記特徴量を受けて出力する前記話
者の表情を推定する信号に基づいて、前記話者の表情の
動画像を生成する顔画像生成手段をさらに備える、顔画
像再生装置。
【請求項１７】  前記受信顔画像受信装置の前記ニュー
ラルネットワークの設定後に、前記所定の信号源から送
信される誤差を受信して、前記顔画像再生装置の前記ニ
ューラルネットワークの出力を受信された前記誤差に基
づいて補正するための誤差補正手段をさらに含む、請求
項１６に記載の顔画像再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は電気通信によるコ
ミュニケーション技術に関し、特に、話者の表情を少な
い情報量で再生できるようにする顔画像受信方法、シス
テム、ならびにそのための顔画像送信装置および顔画像
再生装置に関する。
【０００２】

【従来の技術】ネットワークの発達およびそのための電
気通信技術の発達により、ネットワークを介して遠隔地
にいる人同士が会議を行うＴＶ会議システムが実用化さ
れつつある。また、簡易なカメラを装着した電話機同士
での、いわゆるＴＶ電話も実用化されつつある。
【０００３】一般的に、こうしたシステムで動画像信号
を送信する場合、音声のみを送信する場合と比較して送
信されるべき情報量ははるかに大きい。画像信号は電話
音声の１０００倍程度の情報量を持つことが知られてお
り、そのため、たとえば電話回線を用いたリアルタイム
の動画像送信はほぼ不可能である。前述したシステムで
も、画面の動きは極めて少なく、１秒間に数フレームの
送信しか行われない。
【０００４】動画像を送信するための媒体として非常に
伝送容量の大きい回線を用いればこうした問題は解決で
きる可能性があるが、そうした回線を敷設するための経
費の問題から現実的でなく、また将来、リアルタイムの
動画像伝送を用いた通信が非常に増大することが予想さ
れることから、回線容量の増大にあわせて伝送されるべ
き情報量の削減を図る必要がある。そのための一つの技
術が、いわゆる画像符号化の技術である。
【０００５】画像符号化技術の中でも、画像信号の情報
量を圧縮する高能率符号化の技術が重要である。
【０００６】そのために、たとえば画像信号の持つ冗長
性を削減したり、人間の視覚の特性を利用して、画像信
号のうちで画質に与える影響の少ない部分で情報を削減
したりする方法が用いられる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し
たような画像符号化技術を用いた場合、圧縮率を高くす
ると画質が落ちるという問題がある。そのため、限られ
た伝送容量の経路におけるリアルタイムの動画像通信で
はこうした技術を用いることができない。
【０００８】それ故にこの発明の目的は、限られた容量
の媒体でも高画質で送信側の人物の顔の動画像を伝送ま
たは再生できる顔画像伝送方法、システム、ならびにそ
のための顔画像送信装置および顔画像再生装置を提供す
ることである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】請求項１に記載の発明に
よれば、顔画像伝送方法は、話者の発する音声を受け、
当該音声を発声するときの当該話者の表情を推定する信
号を出力する表情推定手段を、受信側において準備する
ステップを備え、準備するステップは、送信側と受信側
とにおいて同一のニューラルネットワークを準備するス
テップと、送信側において、話者の発する音声を受けて
話者の顔画像を特定する情報を出力するようにニューラ
ルネットワークを学習させるステップと、送信側の学習
済みのニューラルネットワークの特性パラメータを受信
側に送信し、受信側のニューラルネットワークを送信さ
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れた特性パラメータにより設定するステップとを含み、
話者の発する音声を送信側から受信側に送信し、表情推
定手段に与えて話者の表情を推定する信号を得るステッ
プと、表情推定手段の出力する話者の表情を推定する信
号に基づいて、話者の表情の動画像を生成するステップ
とを含む。
【００１０】音声信号のみを送信側から受信側に送信す
ることにより、受信側では送信側にいる話者の表情の動
画像を生成することができる。画像情報を伝送する場合
と比較してはるかに小さい伝送容量の媒体を用いて、効
率的に顔画像の伝送を行なうことができる。さらに、通
信に先立って送信側のニューラルネットワークを学習さ
せてその特性パラメータを受信側に送信することによ
り、受信側のニューラルネットワークを送信側のニュー
ラルネットワークと同一に設定できる。少ない送信デー
タ量で、顔の動画像のリアルタイム送信の準備を完了す
ることができる。
【００１１】
【００１２】
【００１３】請求項２に記載の発明によれば、請求項１
に記載の発明の構成に加えて、学習させるステップは、
送信側において、予め定められた学習のための文章を朗
読する話者の顔の予め定められた箇所の座標を時系列的
に測定するステップと、学習のための文章を朗読する際
の話者の発する音声について、時系列的に音声の特徴量
を求めるステップと、音声の特徴量を入力とし、測定さ
れた座標を教師信号として送信側のニューラルネットワ
ークの特性パラメータを調整するステップとを含む。
【００１４】請求項２に記載の発明によれば、請求項１
に記載の発明の作用に加えて、送信側において、学習の
文章を話者が朗読することにより得られる音声の特徴量
と話者の顔の所定位置の座標とに基づいてニューラルネ
ットワークの学習が行なわれる。話者ごとにニューラル
ネットワークの学習が行なわれるので、任意の話者につ
いて、リアルタイムの顔画像の送信を効率的に行なうこ
とが可能となる。
【００１５】請求項３に記載の発明によれば、顔画像伝
送方法は、請求項２に記載の発明の構成に加えて、送信
側のニューラルネットワークの学習後において、話者の
発声時に、話者の顔の予め定められた箇所の座標を時系
列的に測定するステップと、話者の発声する音声を送信
側の学習済みのニューラルネットワークに与えて話者の
顔の予め定められた箇所の座標の推定値を学習済みのニ
ューラルネットワークの出力として得るステップと、測
定された座標と、座標の推定値とを比較し、座標の推定
値の有する誤差を求めるステップとをさらに含む。
【００１６】請求項３に記載の発明によれば、請求項２
に記載の発明の作用に加えて、送信側においてニューラ
ルネットワークによって推定された話者の顔の所定位置
の座標の推定値と、実際の話者の顔の所定位置の座標と

の誤差が求められるので、通信により受信側で生成され
る話者の顔画像が音声と合致したものとなるか否かの判
定が可能となる。
【００１７】請求項４に記載の発明によれば、請求項３
に記載の発明の構成に加えて、顔画像伝送方法は、誤差
を受信側に送信するステップと、受信側において誤差を
受信し、受信側のニューラルネットワークの出力を受信
された誤差に基づいて補正するステップとをさらに含
む。
【００１８】請求項４に記載の発明によれば、請求項３
に記載の発明の作用に加えて、送信側で得られた誤差信
号を受信側に送信することで、受信側において得られる
画像をこの誤差信号を用いて補正することができる。そ
の結果、音声信号とよく合致した話者の顔の動画像を生
成することができる。
【００１９】請求項５に記載の発明によれば、請求項３
に記載の発明の構成に加えて、顔画像伝送方法は、誤差
の大きさと所定のしきい値とを比較するステップと、誤
差の大きさが所定のしきい値を超えたことに応答して、
誤差を受信側に送信するステップと、受信側において誤
差を受信し、受信側のニューラルネットワークの出力を
受信された誤差に基づいて補正するステップとをさらに
含む。
【００２０】請求項５に記載の発明によれば、請求項３
に記載の発明の作用に加えて、送信側で得られた誤差信
号の大きさが所定のしきい値より大きくなったときに送
信側で得られた誤差信号を受信側に送信することで、受
信側において得られる画像をこの誤差信号を用いて補正
することができる。その結果、音声信号とよく合致した
話者の顔の動画像を生成することができ、また誤差信号
を常に送信するわけではないので、音声信号の送信に支
障が生ずるおそれも少ない。
【００２１】請求項６に記載の発明によれば、送信側の
話者の発声時の顔の動画像を受信側に送信するための顔
画像伝送システムは、話者の発する音声信号を受信側に
送信する送信装置を備え、送信装置は、話者の発する音
声の所定の特徴量を時系列的に抽出するための特徴量抽
出手段と、話者の発する音声に基づいて特徴量抽出手段
が出力する特徴パラメータを入力とし、話者の顔画像を
特定する情報を出力するように学習可能なニューラルネ
ットワークと、ニューラルネットワークの特性パラメー
タを受信側に送信する手段とを含み、送信装置からの信
号を受ける受信装置をさらに備え、受信装置は、送信装
置から送信されてくる話者の発する音声信号を受け、当
該音声を発声するときの当該話者の表情を推定する信号
を出力する表情推定手段を含み、表情推定手段は、送信
装置のニューラルネットワークと同一構成のニューラル
ネットワークと、受信装置のニューラルネットワークを
送信装置から送信された特性パラメータにより設定する
ための手段とを有し、表情推定手段が送信側から話者の
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発する音声信号を受信して出力する話者の表情を推定す
る信号に基づいて、話者の表情の動画像を生成する顔画
像生成手段をさらに含む。
【００２２】請求項６に記載の発明によれば、音声信号
のみを送信側から受信側に送信することにより、受信側
では送信側にいる話者の表情の動画像を生成することが
できる。画像情報を伝送する場合と比較してはるかに少
ない伝送容量の媒体を用いて、効率的に顔画像の伝送を
行なうことができる。さらに、通信に先立って送信側の
ニューラルネットワークを学習させてその特性パラメー
タを受信側に送信することにより、受信側のニューラル
ネットワークを送信側のニューラルネットワークと同一
に設定できる。少ない送信データ量で、顔の動画像のリ
アルタイム送信の準備を完了することができる。
【００２３】
【００２４】
【００２５】請求項７に記載の発明によれば、請求項６
に記載の発明の構成に加えて、送信装置は、話者の発声
時に、話者の顔の、予め定められた箇所の座標を時系列
的に測定するための測定手段と、予め定められた学習の
ための文章を話者が朗読する際の、話者の顔の予め定め
られた箇所に関して測定手段によって得られた座標デー
タを教師信号とし、特徴量抽出手段によって得られる音
声パラメータを入力として送信装置のニューラルネット
ワークを学習させるための学習手段とをさらに含む。
【００２６】請求項７に記載の発明によれば、請求項６
に記載の発明の作用に加えて、学習のための文章を話者
が朗読することにより、送信側において話者ごとにニュ
ーラルネットワークの学習を行なうことができるので、
任意の話者について、リアルタイムの顔画像の効率的な
送信が可能となる。
【００２７】請求項８に記載の発明によれば、請求項７
に記載の発明の構成に加えて、送信装置は、送信側のニ
ューラルネットワークの学習後において、話者の発声す
る音声を送信側の学習済みのニューラルネットワークに
与えて得られた話者の顔の予め定められた箇所の座標の
推定値を測定された座標と比較し、座標の推定値の有す
る誤差を求めるための手段をさらに含む。
【００２８】請求項８に記載の発明によれば、請求項７
に記載の発明の作用に加えて、送信側においてニューラ
ルネットワークによって推定された話者の顔の所定位置
の座標の推定値と、実際の話者の顔の所定の位置の座標
位置との誤差が求められるので、通信により受信側で生
成される話者の顔画像が音声と合致したものとなるか否
かの判定が可能となる。
【００２９】請求項９に記載の発明によれば、請求項８
に記載の発明の構成に加えて、送信装置は、誤差を受信
側に送信するための手段をさらに含み、受信装置は、誤
差を受信して、受信側のニューラルネットワークの出力
を受信された誤差に基づいて補正するための誤差補正手

段をさらに含む。
【００３０】請求項９に記載の発明によれば、請求項８
に記載の発明の作用に加えて、送信側で得られた誤差信
号を受信側に送信することで、受信側において得られる
画像をこの誤差信号を用いて補正することができる。そ
の結果、音声信号とよく合致した話者の顔の動画像を生
成することができる。
【００３１】請求項１０に記載の発明によれば、請求項
８に記載の発明の構成に加えて、送信装置は、誤差と所
定のしきい値とを比較し、誤差が所定のしきい値を超え
たことに応答して、誤差を受信側に送信するための手段
をさらに含み、受信装置は、誤差を受信して、受信側の
ニューラルネットワークの出力を受信された誤差に基づ
いて補正するための誤差補正手段をさらに含む。
【００３２】請求項１０に記載の発明によれば、請求項
８に記載の発明の作用に加えて、送信側で得られた誤差
信号の大きさが所定のしきい値より大きくなったときに
送信側で得られた誤差信号を受信側に送信することで、
受信側において得られる画像をこの誤差信号を用いて補
正することができる。その結果、音声信号とよく合致し
た話者の顔の動画像を生成することができ、また誤差信
号を常に送信するわけではないので、音声信号の送信に
支障が生ずるおそれも少ない。
【００３３】請求項１１に記載の発明によれば、送信側
の話者の発声時の顔の動画像を受信側に送信するための
顔画像伝送システムで使用される顔画像送信装置は、話
者の音声を受信装置に送信するための手段と、話者の発
する音声の特徴量を入力とし、話者の顔画像を特定する
情報を出力するように学習可能なニューラルネットワー
クと、このニューラルネットワークの特性パラメータを
受信側に送信するための手段とを含む。
【００３４】請求項１１に記載の発明によれば、通信に
先立って送信側のニューラルネットワークを学習させて
その特性パラメータを受信側に送信することにより、受
信側のニューラルネットワークを送信側のニューラルネ
ットワークと同一に設定できる。そのため受信装置側で
も音声信号を受けるだけでニューラルネットワークを用
いて話者の表情を推定し顔の動画像を生成することがで
き、少ない送信データ量で、顔の動画像のリアルタイム
送信をすることができる。
【００３５】請求項１２に記載の発明によれば、請求項
１１に記載の発明の構成に加えて、顔画像送信装置は、
話者の顔の予め定められた箇所の座標を時系列的に測定
するための測定手段と、話者の発する音声の所定の特徴
量を時系列的に抽出するための特徴量抽出手段と、話者
が予め定められた文章を朗読する際に特徴量抽出手段に
より求められた特徴量を入力とし、予め定められた文章
を朗読する際に測定手段により測定された座標を教師信
号としてニューラルネットワークを学習させるための手
段とをさらに含む。
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【００３６】請求項１２に記載の発明によれば、請求項
１１に記載の発明の作用に加えて、学習のための文章を
話者が朗読することにより、話者ごとにニューラルネッ
トワークの学習を行なうことができるので、任意の話者
について、リアルタイムの顔画像の効率的な送信が可能
となる。
【００３７】請求項１３に記載の発明によれば、請求項
１２に記載の発明の構成に加えて、ニューラルネットワ
ークの学習後に、話者の発声する音声に対して特徴量抽
出手段により出力された特徴量を、学習済みのニューラ
ルネットワークに与えて得られた話者の顔の予め定めら
れた箇所の座標の推定値を、測定手段によって測定され
た座標と比較し、座標の推定値の有する誤差を求めるた
めの手段をさらに含む。
【００３８】請求項１３に記載の発明によれば、請求項
１２に記載の発明の作用に加えて、送信側においてニュ
ーラルネットワークによって推定された話者の顔の所定
位置の座標の推定値と、実際の話者の顔の所定位置の座
標との誤差が求められるので、通信により受信側で生成
される話者の顔画像が音声と合致したものとなるか否か
の判定が可能となる。
【００３９】請求項１４に記載の発明によれば、請求項
１３に記載の発明の構成に加えて、送信装置は、誤差を
受信側に送信するための手段をさらに含む。
【００４０】請求項１４に記載の発明によれば、請求項
１３に記載の発明の作用に加えて、送信側で得られた誤
差信号を受信側に送信することで、受信側において得ら
れる画像をこの誤差信号を用いて補正することができ
る。その結果、音声信号とよく合致した話者の顔の動画
像を生成することができる。
【００４１】請求項１５に記載の発明によれば、請求項
１３に記載の発明の構成に加えて、送信装置は、誤差の
大きさと所定のしきい値とを比較し、誤差の大きさが所
定のしきい値を超えたことに応答して、誤差を受信側に
送信するための手段をさらに含む。
【００４２】請求項１５に記載の発明によれば、請求項
１３に記載の発明の作用に加えて、送信側で得られた誤
差の大きさが所定のしきい値より大きくなったときに送
信側で得られた誤差を受信側に送信することで、受信側
において得られる画像をこの誤差を用いて補正すること
ができる。その結果、音声信号とよく合致した話者の顔
の動画像を生成することができ、また誤差を常に送信す
るわけではないので、音声信号の送信に支障が生ずるお
それも少ない。
【００４３】請求項１６に記載の発明によれば、顔画像
再生装置は、話者の発する音声から得られた所定の特徴

量を受け、当該音声を発声するときの当該話者の表情を
推定する信号を出力する表情推定手段を備え、表情推定
手段は、予め定められた構成のニューラルネットワーク
と、顔画像の再生に先立ってニューラルネットワークを
設定するための特性パラメータを所定の信号源から受
け、特性パラメータによってニューラルネットワークを
設定するための手段とを含み、表情推定手段が特徴量を
受けて出力する話者の表情を推定する信号に基づいて、
話者の表情の動画像を生成する顔画像生成手段をさらに
備える。
【００４４】請求項１６に記載の発明によれば、音声信
号のみを受けることにより、顔画像再生装置でその音声
を発声した話者の表情の動画像を生成することができ
る。画像情報を伝送したり記憶し再生する場合と比較し
てはるかに少ない容量の媒体を用いて、効率的に顔画像
の再生を行なうことができる。さらに、予め話者の画像
を再生するために必要な特性パラメータを顔画像再生装
置に与えることにより、この特性パラメータによりニュ
ーラルネットワークをその音声に対応する顔画像を再生
するように適切に設定できる。少ないデータ量で、顔の
動画像の再生の準備を完了することができる。
【００４５】
【００４６】
【００４７】請求項１７に記載の発明によれば、請求項
１６に記載の発明の構成に加えて、顔画像再生装置は、
受信顔画像受信装置のニューラルネットワークの設定後
に、所定の信号源から送信される誤差を受信して、顔画
像再生装置のニューラルネットワークの出力を受信され
た誤差に基づいて補正するための誤差補正手段をさらに
含む。
【００４８】請求項１７に記載の発明によれば、請求項
１６に記載の発明の作用に加えて、実際に測定された顔
座標データとの誤差を顔画像再生装置に与えることで、
顔画像再生装置において得られる画像をこの誤差信号を
用いて補正することができる。その結果、音声信号とよ
く合致した話者の顔の動画像を生成することができる。
【００４９】
【発明の実施の形態】以下の実施の形態の説明において
用いられる式を一括して下に掲げる。以後の説明では、
各式に付された式番号を用いて各式を参照する。なお、
以下の記載中において、電子出願で使用可能な記法の制
約により、変数の上に付される記号（「～」など）を変
数の前に付して表すことがある。
【００５０】
【数１】
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【００５１】図１を参照して、本願発明の実施の形態に
かかる顔画像伝送システムの原理について説明する。図
１に示すように、送信側の装置は、話者の音声を音声信
号に変換するマイク３８と、マイク３８の音声から抽出
された特徴量を入力信号とし、音声から逆に推定される
話者の顔の所定位置の座標の推定値を出力するための、
ニューラルネットワークからなる表情評価部５８と、ニ
ューラルネットワークの学習後、話者の発声する音声に
基づいて表情評価部５８によって推定された話者の顔の
所定位置の座標の推定値と、発声時の話者の顔の所定位
置について実際に測定された座標値とを比較して表情評
価部５８の出力の座標の推定値に含まれる誤差を評価す
るための誤差評価部６０とを含む。誤差評価部６０によ
って評価された誤差の大きさが所定のしきい値よりも大
きな場合には、その誤差は受信側に送信される。なお表
情評価部５８に含まれるニューラルネットワークは、実
際の処理に先立って、図示しないビデオカメラなどによ
り取得されるテスト文章を朗読する話者の表情を測定し
た測定顔画像２６と、マイク３８が出力する話者の音声
信号とに基づいて予め学習が行なわれる。
【００５２】実際の通信に先立って、表情評価部５８を
構成するニューラルネットワークを学習させておき、話

者の発する音声から、話者の顔の所定位置の座標の推定
値を出力するように学習させておく必要がある。この学
習の結果、ニューラルネットワークの各ノードの重み付
けなどの特性パラメータが定められるが、この特性パラ
メータは実際の通信に先立って一度だけ受信側に送信さ
れる。
【００５３】受信側の装置は、表情評価部５８から送信
されてきた特性パラメータ２２にしたがって設定され
る、表情評価部５８を構成するニューラルネットワーク
と同一構成のニューラルネットワークを含む表情評価部
７４を含む。表情評価部７４は、一旦設定されると、送
信側から送信されてくる音声信号を受けると、話者の顔
の所定位置の座標の推定値を出力することになる。
【００５４】受信側の装置はさらに、表情評価部７４が
出力する話者の顔の所定位置の座標の推定値に基づい
て、話者の顔の動画像を生成しモニタ４４に表示するた
めの顔画像生成部７８を含む。送信側から送信されてき
た音声は受信側のスピーカ４２によって再生され、この
ときに音声の時系列的な変換に対応して表情の変化する
話者の顔画像がモニタ４４に表示されることになる。
【００５５】なお、顔画像生成部７８が誤差評価部６０
から送信されてきた誤差信号２４を表情評価部７４の出
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力に加算することにより、話者の顔の動画像がより忠実
に再現される。
【００５６】図２を参照して、このシステムについてよ
り詳細に説明する。このシステムは、公衆回線網３６を
介して互いに接続される顔画像送信装置３２および顔画
像受信装置３４を含む。以下の実施の形態のシステム
は、顔画像送信装置３２が音声信号を送信し、顔画像受
信装置３４がその音声信号に基づいて話者の顔画像を生
成し表示するという形態であるが、顔画像受信装置３４
側に顔画像送信装置３２と同様の構成を設け、顔画像送
信装置３２側には顔画像受信装置３４と同様の構成を設
けることにより、双方向の音声（および顔画像）の通信
が行えることはいうまでもない。
【００５７】顔画像送信装置３２は、話者の音声を音声
電気信号に変換するためのマイク３８からアナログの音
声電気信号を受けこれを標本化および量子化することに
よりデジタル信号に変換するためのＡ／Ｄ変換部５０
と、Ａ／Ｄ変換部５０によりデジタル化された音声信号
から、音声の時系列的な特徴パラメータを抽出し行列化
したデータに変換するための音声パラメータ行列生成部
５２と、音声パラメータ行列生成部５２によって特徴パ
ラメータの抽出されたデジタル化された音声信号に対し
て圧縮などの処理を行って顔画像受信装置３４に対して
送信処理するための音声信号送信部５４と、ビデオカメ
ラ４０により撮像された話者の顔の画像から、顔の特定
位置の座標を測定し出力するための表情の動き測定部６
４と、表情の動き測定部６４が出力した顔の特定位置の
座標データを行列化して出力するための表情パラメータ
行列生成部６２と、音声パラメータ行列生成部５２の出
力を入力とする、ニューラルネットワークからなる表情
評価部５８と、音声パラメータ行列生成部５２の出力お
よび表情パラメータ行列生成部６２の出力を受け、音声
パラメータ行列生成部５２の出力に対する表情評価部５
８の出力と表情パラメータ行列生成部６２から与えられ
る顔の特定位置の座標データとの誤差が最小となるよう
に、誤差逆伝搬法により表情評価部５８を学習させ、学
習した結果設定された表情評価部５８のニューラルネッ
トワークの特性パラメータを顔画像受信装置３４に対し
て送信する処理を行うためのパラメータ学習部５６と、
表情評価部５８のニューラルネットワークの設定が済ん
だ後、表情評価部５８から出力される話者の顔の所定位
置の座標の推定値と、表情の動き測定部６４によって測
定された話者の顔の所定位置の座標の測定値との間の誤
差を評価し、誤差の大きさが所定のしきい値より大きく
なったときに当該誤差信号を顔画像受信装置３４に対し
て送信する処理を行うための誤差評価部６０と、音声信
号送信部５４、表情評価部５８および誤差評価部６０に
接続され、これらから出力されるデジタルの信号を変調
して公衆回線網３６上に送出することにより顔画像受信
装置３４に送信するための送信部６６とを含む。

【００５８】顔画像受信装置３４は、公衆回線網３６か
ら受信したデータを復調し、音声信号２０と、特性パラ
メータ２２と、誤差信号２４とに分離して出力するため
の受信部６８と、受信部６８が受信した音声信号２０を
受け、圧縮された音声信号を再生する処理などを行うた
めの音声信号受信・再生部７０と、音声信号受信・再生
部７０によって再生されたデジタルの音声信号をアナロ
グ信号に変換してスピーカ４２に与えるためのＤ／Ａ変
換部７２と、受信部６８を介して顔画像送信装置３２か
ら受信された特性パラメータによって設定されるニュー
ラルネットワークからなり、音声信号受信・再生部７０
から与えられる音声信号を入力として、話者の顔の特定
位置の座標の推定値を出力するための表情評価部７４
と、表情評価部７４の出力に、受信部６８を介して誤差
評価部６０から受けた誤差信号を加算して話者の顔の所
定位置の座標の推定値を補正するための誤差加算部７６
と、誤差加算部７６によって補正された話者の顔の所定
位置の座標の推定値に基づいて、話者の顔画像を生成し
モニタ４４に出力して表示させるための顔画像生成部７
８とを含む。
【００５９】図３を参照して、表情評価部７４は、音声
信号受信・再生部７０の出力するオーディオ信号１０２
に対してＬＰＣ（線形予測）処理を行ないＬＳＰ（線ス
ペクトル対）パラメータを出力するためのＬＰＣ分析部
１０４と、ＬＰＣ分析部１０４の出力するＬＳＰパラメ
ータを入力として、顔座標ベクトルのＰＣＡ（主成分分
析）表現を出力するための、ニューラルネットワークか
らなる非線形推定部１０６と、非線形推定部１０６の出
力するＰＣＡ表現に対して逆ＰＣＡ変換を行なって顔位
置情報１１０を出力するための逆ＰＣＡ変換部１０８と
を含む。
【００６０】図４を参照して、顔画像生成部７８は、表
情評価部７４から出力され誤差加算部７６によって補正
が行なわれた顔位置情報１１０に基づいて線形予測を行
ない顔画像を形成するメッシュ画像のＰＣＡ表現を出力
するための線形推定部１１２と、線形推定部１１２の出
力する顔のメッシュ画像のＰＣＡ表現に対して逆ＰＣＡ
処理を行ない顔の所定位置の座標表現を得るための逆Ｐ
ＣＡ変換部１１４と、逆ＰＣＡ変換部１１４の出力に基
づいて形成された顔画像の表面に人の肌のテクスチャを
マッピングして顔画像１１８を出力するためのテクスチ
ャマッピング部１１６とを含む。
【００６１】図５を参照して、顔画像送信装置３２にお
いて行われる、表情評価部５８のニューラルネットワー
クの学習時の処理の流れについて説明する。この実施の
形態のシステムでは、通信処理を開始する前に、予め準
備された定型の文章（テスト文）を話者が朗読し、その
ときの音声信号と話者の顔の所定位置の座標値とからニ
ューラルネットワークの学習を行う。このとき、音声に
ついての処理と話者の顔画像についての処理とが平行し
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て行われるが、以下では説明の都合上、まず音声の処理
について述べ、次に顔画像の処理について述べる。
【００６２】最初に、テスト文音声を所定のサンプリン
グレートでサンプリング（標本化および量子化）する
（８０）。サンプリング値について、所定の長さのフレ
ームを単位としてハミングウィンドウによる処理を施
し、各フレームごとにＬＰＣ分析を行なう（８２）。Ｌ
ＰＣ分析によって得られた係数をＬＳＰ表現に変換する
（８４）。こうしてＬＳＰ表現に変換されたパラメータ
を行列表現Ｆに変換する（８６）。
【００６３】なお、ここではＬＳＰ表現を用いている
が、これはＬＳＰパラメータが人間の発声のホルマント
と密接な関係があり、かつホルマントは人間が母音を発
声する際の声道の形の共鳴周波数であり、声道の形が人
間の顔の表情をかなりの程度支配しているという事実に
基づいている。
【００６４】この行列化処理についてより具体的に説明
すると以下のとおりである。デジタル化された音声信号
のｍ番目のフレームについて、ＬＰＣ分析（Ｐ次とす
る）により抽出されたパラメータは、式（１）に示され
るＰ次元ベクトルｆｍとして表現される。なお式（１）
および他の式において、ベクトルまたは行列の右肩に付
された「ｔ」は転置ベクトルまたは転置行列を意味す
る。
【００６５】テスト文（フレーム数＝Ｍtr）についてこ
うして得られたベクトルｆｍ（ｍ＝１～Mtr）をマトリ
クス形式にまとめ、式（２）に示される行列Ｆtrを得
る。この行列Ｆtrが、ステップ８６の出力である。この
行列Ｆtrはニューラルネットワークの学習処理（９８）
への入力として用いられる。
【００６６】一方、上記した音声の処理に平行して、テ
スト文を朗読する際の話者の顔の画像から、顔の所定位
置の座標データが測定されサンプリングされる（９
０）。ここでは顔の画像データから画像認識技術を用い
て測定を行なうが、話者の顔の所定位置に直接位置セン
サを固定してその位置の座標データを測定するようにし
てもよい。ここでも、データはフレーム化されて処理さ
れる。話者の顔の所定位置としてどのような箇所を選択
したかについて、例を図６および図７に示す。図６に示
す例では話者の顔のうち、あご、口周辺およびほほを中
心とした１２箇所が選択された。図７に示す例では同じ
く１８箇所が選択された。
【００６７】こうして得られた顔の所定位置のｍ番目の
フレームの座標値のベクトル（顔座標ベクトルとよぶ）
ｘm は式（３）のように表される。式（３）でＮは、測
定対象となる顔の所定位置の数を示す。ベクトルｘm は
３Ｎ次元となる。
【００６８】こうして得られた座標位置のベクトルを行
列化すると式（４）に示されるＸtrのようになる。式
（４）においても、Ｍtrはテスト文の朗読の際のサンプ

リングデータのフレーム数である。
【００６９】こうして得られた行列Ｘtrに対して、主成
分分析（ＰＣＡ）のために固有値分解処理（９４）を行
ないさらに主成分を決定する（９６）。主成分分析と
は、統計的パターン認識において、特徴抽出後のパター
ンが多次元の特徴ベクトルで表現される場合に、これら
の多次元の特徴ベクトルに一般的に含まれる冗長性を削
減するために、統計的な手法を用いて次元を低減する手
法の一つである。主成分分析では、パターンの分布の分
散の大きな低次元部分空間でパターンを表現する。主成
分分析は少ないデータ量でなるべく二乗誤差が少なくな
るように元の情報を近似しようとする手法であり、主成
分として抽出された固有ベクトルの一次結合で各特徴ベ
クトルが表される。
【００７０】主成分の決定手法は以下のとおりである。
まず、行列Ｘtrの共分散行列Ｃxxを式（５）にしたがっ
て計算する。なお式（５）においてμxは平均顔座標ベ
クトルである。平均顔座標ベクトルを行列Ｘtrから減算
することによりベクトルの正規化が行なわれる。
【００７１】共分散行列Ｃxxを式（６）のように表現す
べく、固有値分解が行なわれる。式（６）でＵはＣxxの
固有ベクトルを各列に有するユニタリー行列である。式
（６）のＳxxは、Ｃxxの固有値を対角線に有する対角行
列である。
【００７２】ここで、全ての固有値の和は、Ｃxxに関連
して観測される分散の総計に等しい。そこで、固有値の
うちの最初のＫ個の和が、全固有値の和のうちの所定の
割合（たとえば９９％）以上となる場合、Ｃxxのその最
初のＫ個の固有値（Ｃxxの最初のＫ列に含まれる）の和
は、テスト文に基づいて得られた学習用データセットの
全分散のうちの、前記した割合（たとえば９９％）に等
しくなる。したがって、任意のベクトルｘは、Ｃxxの最
初のＫ個の固有ベクトルの一次結合として非常に良く近
似できる。この最初のＫ個の固有ベクトルを行列Ｘtrの
Ｋ主成分と呼ぶ。
【００７３】本願発明者の研究によれば、上記した割合
として９９％を選べば十分であり、８種の顔形状を用い
た場合、これに対応するＫ＝７である。このＵの固有ベ
クトルのうち最初の７個を最初の７列に有する行列をＵ
xと表せば、所与の顔座標ベクトルｘと主成分とは式
（７）によって関係付けられる。ただしＰxは、式
（８）で表される主成分係数ベクトルである。また、特
に話者の表情の細かな動きまで再現する必要がなけれ
ば、Ｋ＝２または３でも十分な動きを表現することが可
能である。
【００７４】こうして得られた主成分は、ステップ８６
で得られたＬＳＰパラメータの行列Ｆとともにニューラ
ルネットワークの学習（９８）に用いられる。
【００７５】上記したＫに対応して、表情評価部５８は
７個の別個のニューラルネットワークを含み、これら全
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てに対してステップ９８で学習処理が行なわれる。この
実施の形態のシステムで用いられるニューラルネットワ
ークはフィードフォワード型であり、いずれも非線形の
一つの隠れ層と、一つの出力層とを含み、ＬＳＰパラメ
ータと顔座標位置との関係を示す。７つのニューラルネ
ットワークは、ステップ８４で得られたＬＳＰベクトル
ｆを入力として、前記した主成分係数ベクトルＰxの７
つの成分ｐk（ｋ＝１～７）をそれぞれ導出するための
ものである。なお、ニューラルネットワークの層の数は
２に限定されず、３以上の層状構造を有するニューラル
ネットワークを用いても良い。また、フィードフォワー
ド型に限らず、自己の出力を入力にフィードバックする
機構を持つことにより時系列的なリアルタイム処理に適
したいわゆるリカレントニューラルネットワークを用い
てもよい。
【００７６】各ニューラルネットワーク（１～Ｋ）は、
式（９）によって前記したベクトルｆの関数として成分
ｐkを導出する。なお以下の説明では、一般化するため
に主成分の数をＫとして説明する。ここで、各ニューラ
ルネットワークの隠れ層は式（１０）に示す重み行列Ｗ
k

l
と、バイアスベクトルｂk

l
とによって定義される。ま

た出力層は式（１２）に示される重みベクトルｗk
2
とバ

イアス係数ｂk
2
とによって定義される。またＱは各ニュ

ーラルネットワークの隠れ層に含まれるニューロンの数
を示し、本実施の形態の装置ではＱ＝１０である。
【００７７】この７個のニューラルネットワークの学習
（９８）は、本実施の形態ではレヴェンバーグ－マーカ
ート（Levenberg-Marquardt）法を用いて行なわれた。
もちろん、レヴェンバーグ－マーカート法以外にも種々
の変数問題の最適化法を用いることができる。たとえば
ニュートン法（（Newton's method）、準ニュートン法
（quasi Newton's method）、共役方向法（conjugate d
irection method）などがある。
【００７８】ステップ９８の結果、ニューラルネットワ
ークの振舞いを決定する特性パラメータ（重み係数な
ど）が各ニューラルネットワークごとに得られる（１０
０）。これら特性パラメータを表情評価部７４の各ニュ
ーラルネットワークに与えて各ニューラルネットワーク
を設定することにより、表情評価部７４は表情評価部５
８と同じ動作を行なうことになる。すなわち、顔画像受
信装置３４の表情評価部７４は、顔画像送信装置３２に
おいてテスト文を用いてトレーニングされた表情評価部
５８のニューラルネットワークと同一の振舞いを示すこ
とになる。
【００７９】原理的には、こうして表情評価部７４のニ
ューラルネットワークを設定することにより、音声信号
受信・再生部７０から話者の音声のＬＳＰパラメータを
表情評価部７４に与えると、対応の主成分係数ベクトル
の推定値～ｐxが得られ、一旦推定値ベクトル＝ｐxが得
られると式（７）によって顔の所定位置の座標の推定値

ベクトルｐxが得られる。
【００８０】以上説明したこの実施の形態のシステムは
以下のように動作する。図２を参照して、通信を開始す
るに先立って、まず所定のテスト文を話者が読み上げ
る。マイク３８によってオーディオ信号に変換された音
声は、Ａ／Ｄ変換部５０によってデジタル化され、音声
パラメータ行列生成部５２によってフレームごとにＬＳ
Ｐパラメータとしてベクトル化された上で行列表現Ｆに
変換される。音声パラメータ行列生成部５２で生成され
た音声信号の行列表現データはパラメータ学習部５６に
与えられる。
【００８１】一方、上記した音声の処理と平行して、テ
スト文を朗読したときの話者の顔の表情がビデオカメラ
４０により撮影され表情の動き測定部６４に与えられ
る。表情の動き測定部６４は、画像認識により顔の所定
位置の座標を測定し音声パラメータ行列生成部５２に与
える。音声パラメータ行列生成部５２は、この座標デー
タをこれもフレームごとにベクトル化し、行列表現Ｘに
変換してＰＣＡ分析をして結果をパラメータ学習部５６
に与える。
【００８２】パラメータ学習部５６は、音声パラメータ
行列生成部５２から与えられた音声のＬＳＰ表現を入力
とし、表情パラメータ行列生成部６２から与えられたＰ
ＣＡ成分を教師信号として表情評価部５８中の７個のニ
ューラルネットワークの学習を行なう。学習の後、パラ
メータ学習部５６は表情評価部５８内の７個のニューラ
ルネットワークの重みなどの特性パラメータを送信部６
６および公衆回線網３６を介して顔画像受信装置３４に
送る。
【００８３】顔画像受信装置３４では、表情評価部７４
は受信部６８が受信したこの特性パラメータによって、
表情評価部７４中の、表情評価部５８に含まれる７個の
ニューラルネットワークと同じ構成の７個のニューラル
ネットワークを設定する。この処理により、表情評価部
５８と表情評価部７４とは同じ動作を行なうこととな
る。
【００８４】さて、このようにして顔画像送信装置３２
の表情評価部５８内のニューラルネットワークの学習お
よび顔画像受信装置３４の表情評価部７４内のニューラ
ルネットワークの設定が終了すると、次のようにして実
際の通信が行なわれる。
【００８５】話者は、顔画像受信装置３４に向けて伝達
すべき事項をマイク３８に向けて発声する。ここでも音
声パラメータ行列生成部５２は学習時と同様に動作し、
音声から得られたＬＳＰパラメータを生成して表情評価
部５８に与える。表情評価部５８は、入力されたＬＳＰ
パラメータに基づいて話者の顔座標を推定し顔座標デー
タを出力する。この出力は誤差の評価に用いられる。一
方、音声パラメータ行列生成部５２が出力するＬＳＰパ
ラメータおよびもとのデジタル音声信号は音声信号送信
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部５４を介して顔画像受信装置３４に送信される。
【００８６】このＬＳＰパラメータおよびもとのデジタ
ル音声信号は受信部６８を介して音声信号受信・再生部
７０に与えられる。音声信号受信・再生部７０は、デジ
タル音声信号をＤ／Ａ変換部７２に与え、Ｄ／Ａ変換部
７２によってデジタルからアナログ信号に変換された音
声信号はスピーカ４２に与えられてもとの音声が再生さ
れる。
【００８７】一方、音声信号受信・再生部７０が受けた
ＬＳＰパラメータは表情評価部７４に与えられる。表情
評価部７４内のニューラルネットワークは、既に学習済
みの表情評価部５８内のニューラルネットワークと同じ
ように設定されているため、入力されたＬＳＰパラメー
タから顔座標データを推定し出力する。誤差が小さい場
合であれば、このようにして推定され表情評価部７４か
ら出力された顔座標データに基づいて顔画像生成部７８
で顔画像を生成しモニタ４４上に話者の顔画像を表示す
る。話者の顔画像は、音声信号から得られているため、
音声の再生と同期して、リアルタイムで話者の顔の動画
像を合成表示することができる。
【００８８】一方、顔画像送信装置３２の表情の動き測
定部６４はテスト時と同じように話者の顔の所定位置の
座標を測定している。誤差評価部６０は、こうして実際
に測定された話者の顔座標データから、表情評価部５８
が出力する顔座標データを減算し誤差信号を出力する。
この誤差信号の絶対値は誤差評価部６０によって所定の
しきい値と比較され、誤差信号の絶対値がしきい値より
大きければ誤差評価部６０は誤差信号を顔画像受信装置
３４に送信する。
【００８９】顔画像受信装置３４の受信部６８は、誤差
信号を受信した場合にこの誤差信号を誤差加算部７６に
与える。誤差加算部７６は、表情評価部７４の出力する
顔座標データにこの誤差信号を加算して顔画像生成部７
８に与える。
【００９０】この補正により、顔画像生成部７８に与え
られる顔座標データと、実際に顔画像送信装置３２で測
定された顔座標データとの間の誤差が前記したしきい値
以上となることが防止できる。
【００９１】図８に、この発明を適用した実験システム
において、米国人の話者についてある文章（"When the 
sunlight strikes raindrops in the air, ..."）を朗
読したときに実際に測定された話者の顔面各部の動き
（濃い細い実線）と、このときの音声信号からニューラ
ルネットワークを用いて推定された話者の顔面の対応す
る各部の動き（濃い太い実線）とを時系列的に示す。比
較のために、各グラフにはニューラルネットワークでは
なく、アフィン変換などの線形推定法により推定された
結果（色合いの薄い実線）をも示す。
【００９２】図８において、最上段には測定された音声
信号が、２段目～１１段目にはそれぞれほほ、口元（唇

の端部）、上唇、下唇、アゴの、それぞれの垂直方向と
水平方向とについて得られた結果が、それぞれ示されて
いる。図８において、横軸は時間軸を表し、縦軸は移動
距離（ｃｍ）を表している。
【００９３】図８の各グラフの各段に付した数字のう
ち、下段の数字は、本発明によりニューラルネットワー
クを用いて得られた顔座標データと、実際に測定された
顔座標データとの相関係数を示す。上段の数字は、線形
推定法により得られた顔座標データと、実際に測定され
た顔座標データとの相関係数を示す。
【００９４】同じく、図９に、この発明を適用した実験
システムにおいて、日本人の話者についてある文章
（「桃を割ってみると中から男の子が出てきまし
た。」）を朗読したときの結果を示す。
【００９５】図８および図９からもよく分かるように、
ニューラルネットワークを用いると、実際に測定された
話者の顔の動きとよく一致した結果が得られる。また、
送信側でこのように誤差を得た場合、前述のようにその
誤差を表す誤差信号を受信側に送信し、受信側でこの誤
差信号を用いてニューラルネットワークの出力を補正す
ることができる。その結果、実際に測定された話者の顔
の動きと同じ顔の動画像を受信側で生成することが可能
となる。この誤差信号の送信は、上述した実施の形態に
おけるように所定のしきい値を超えたときに行なうよう
にすれば、音声信号の送信に支障が生じないので好まし
い。しかし、回線状況が許せば常に誤差信号を送信し常
に受信側で補正を行なうようにしてもよい。
【００９６】以上のようにこの実施の形態のシステムで
は、通信に先立ってニューラルネットワークの学習を行
ない、ニューラルネットワークの特性パラメータを受信
側に送信すれば、以後はほとんど音声信号のみの送信を
することで、話者の顔のリアルタイムの動画像を受信側
で合成表示することができる。最初の特性パラメータの
データ量も多くはないので、電話回線など、伝送容量の
非常に少ない回線でも快適に顔の動画像のリアルタイム
送信を行なうことができる。また、誤差信号を送るよう
にすると、合成された顔の動画像と音声との間のずれも
最小限にすることができるという効果を奏する。ただ
し、誤差信号の送信は必ずしも必要ではなく、最初のパ
ラメータの送信およびそのあとの音声信号の送信のみで
も十分な品質の通信を行なうことができる。
【００９７】なおまた、上記の説明では各通信の前に必
ず表情評価部５８内のニューラルネットワークの学習が
必要であったが、話者が特定の一人に限定されている場
合には表情評価部５８の学習を毎回行なう必要は無く、
前回の通信時の設定をそのまま用いることができる。ま
た、顔画像受信装置３４側が特定の顔画像送信装置３２
の特定の話者としか通信を行なわない場合には、表情評
価部７４の設定として前回の設定を利用できるので、表
情評価部７４のニューラルネットワークの特性パラメー
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タを顔画像送信装置３２から顔画像受信装置３４側に送
信する必要もない。
【００９８】なお、上記した顔画像送信装置および顔画
像再生装置がいずれも汎用のコンピュータと、その上で
実行されるプログラム、およびマイク、スピーカ、モニ
タ、モデム、ターミナルアダプタなどの一般的な周辺機
器とによって実現可能であることはいうまでもない。
【００９９】今回開示された実施の形態はすべての点で
例示であって制限的なものではないと考えられるべきで
ある。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求
の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味お
よび範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本願発明の実施の形態にかかる顔画像伝送方
法およびシステムの原理を示すブロック図である。
【図２】  図１に示される顔画像伝送システムのより詳
細なブロック図である。
【図３】  受信装置側における表情評価部のブロック図
である。

【図４】  受信装置側における顔画像生成部のブロック
図である。
【図５】  顔画像送信装置で行われる処理の流れを示す
フローチャートである。
【図６】  第１の被験者における顔の座標の測定位置を
示す図である。
【図７】  第２の被験者における顔の座標の測定位置を
示す図である。
【図８】  実験システムで米国人の話者について得られ
た結果を示す図である。
【図９】  実験システムで日本人の話者について得られ
た結果を示す図である。
【符号の説明】
２０  音声信号、２２  特性パラメータ、２４  誤差信
号、３２  顔画像送信装置、３４  顔画像受信装置、３
８  マイク、５２  行列生成部、５６  パラメータ学習
部、５８表情評価部、６０  誤差評価部、６２  行列生
成部、  ６４表情の動き測定部、７４  表情評価部、７
６  誤差加算部、７８  顔画像生成部。

【図１】 【図６】

【図３】 【図４】
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【図２】

【図５】

【図７】

【図９】
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